
わたつデマンドバス実証運行の継続について 

 

令和3年5月1日より路線バス度津線を運休し、道路運送法第21条の規定に基づくデマ

ンドバスの実証運行を行っています。 

コロナ禍による利用客の減少はあるものの、利用状況等から度津線沿線地域におい

ては確実に市民に定着してきていること、利用者からも概ね好評をいただいているこ

とが伺えます。予約があった場合のみ運行するデマンド交通の導入により、従来の路

線バス便数の４割程度に抑えられており、一定程度の経費節減に効果があったものと

考えられますが、現在の計画では通年でのデータが得られないこと、また利用者アン

ケートから運行時間に関する改善要望が多数あったことから、運行経費節減と利用者

増加に向けた取組について引き続き検証するため、令和4年度も継続して実証運行を行

うことについて協議をお願いするものです。 

 

 令和３年度事業概要                              

「度津線」の代替交通として、11ヶ月間バス路線を休止し、デマンド交通の実証運行

を実施して地域ニーズの把握と運行管理体制に関する調査を実施する。 

 ■運行期間  令和 3年 5月 1日から令和 4年 3月 31日まで 

 ■運行区間  度津線の運行エリア（外山～川茂～滝平～大崎～羽茂本郷） 

 ■運行形態  事前予約制による区域内運行 

 ■使用車両  ジャンボタクシーまたは普通タクシー 

 ■運  賃  1 乗車 1人につき 400円（高齢者、障がい者、学生は 200 円） 

 利用状況（令和 3 年 5 月 1日から令和 3年 12 月 31 日まで）              

 

 

 アンケート調査                               

 ■調 査 目 的  デマンドバスを利用した感想や、利用しなかった方のご意見等を

調査し、今後の事業の参考にすることを目的に実施した。 

 ■実 施 日  令和 3年 10月 19 日～11月 5日 

 ■調 査 対 象  9月 30日までに利用登録した 79名 

 ■回 収 状 況  53枚 回収率 67.1％ 
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【アンケート結果（一部抜粋）】 

 

 

 

 

 



 令和４年度運行計画案                             

令和３年度運行計画を基本に、要望が多くあった羽茂高校前15：00発の便を追加し

て運行する。路線バス運行時（５便）よりも便数が増加するが、事前予約制による運

行の効率化や利用者ニーズ等を検証するとともに、令和５年度以降の運行体制につい

て検討する。 

■実 施 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

※実施期間中は、路線バス「度津線」を運休する。 

■運 行 形 態  事前予約制による区域内運行（度津線沿線区域） 

■運行便数・時間  ６便／日 

 

■利 用 料 金  1乗車 1人につき 400 円（高齢者、障がい者、学生は 200円） 

■運行管理事業者  新潟交通佐渡株式会社 

■運 行 車 両  ジャンボタクシーまたは普通タクシー 

 


